
 

省エネ法等における罰則等の実効性確保措置 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

省エネ法・エネルギー管理指定工場に関する義務と実効性確保措置 

温対法・温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度に関する義務と実効性確保措置 

届出しないとき、 

虚偽の届出をしたとき 

提出しないとき、 

ｴﾈﾙｷﾞｰ管理士の参画がないとき 

選任しないとき 

判断基準※に照らして 

著しく不十分な場合 

合理化計画の 
内容変更の指示

内容が適切でない 

指示に従わなかっ

たとき 

適切に実施すべ

き旨の指示 

正当な理由なく、指示

に係る措置をとらな

かったとき １００万円 
以下の罰金 

命令に違反したとき 

中長期計画書 
の提出 

５０万円 
以下の罰金 

計
画
作
成

氏名の公表 

５０万円 
以下の罰金 

1 種工場 

2 種工場 

ｴﾈﾙｷﾞｰ使用状況

の届出 

規
模
確
認 

義務の内容 

ｴﾈﾙｷﾞｰ管理者

(管理員)の選任 
１００万円 
以下の罰金 

体
制
整
備

1 種工場 

2 種工場 

報告しないとき、 

虚偽の報告をしたとき 定期報告書 
の提出 

５０万円 
以下の罰金 

使
用
量
把
握

1 種工場 

2 種工場 

「合理化計画」の

作成・提出指示

エネルギー使用

の合理化 

対
策
推
進 

判断基準※に照らして 

著しく不十分な場合 必要な措置をと

るべき旨の勧告

２種工場 

※判断基準 
 事業者に対して示される一種のガイドライン・誘導指標（絶対的な遵守基準ではない） 
 具体的には、事業者の有する生産設備等に関する望ましい対策、対策に係る遵守すべき

水準及び努力目標とされるべき基準などを示す。 
 数値目標は「エネルギー消費原単位を中長期的に見て年平均１％以上低減」 

報告しないとき、 

虚偽の報告をしたとき 温室効果ガス算

定排出量の報告 
２０万円 

以下の過料 
1 種工場

2種工場

義務の内容 

排
出
量
把
握

排出抑制計画 
の作成・公表 

計
画
作
成

すべての

事業者 

（努力義務） 

措置命令 

１種工場 

（努力義務） 

特に罰則等 
はなし 

実効性確保措置 

実効性確保措置 

実施していない 

現行地球温暖化対策計画書制度に関する義務と実効性確保措置 

提出しないとき、 

公表しないとき 計画書、報告書

等の提出・公表

必要な措置をと

るべき旨の勧告

計画書に基づく

対策の推進 
必要な措置をと

るべき旨の勧告

指導・助言に従わず、 

対策指針※に照らして 

著しく不十分な場合 氏名の公表 

正当な理由なく、勧告

に従わなかったとき 

義務の内容 実効性確保措置 

排
出
量
把
握

対
策
推
進 

1 種工場 

のみ 

すべての 

事業者 

制度対象

事業所 

すべての

事業者 

推進体制の整備

対策の推進 

（努力義務） 

制度対象

事業所 

計
画
作
成

体
制
整
備 

対策指針 
 事業者に対して、基本的に取り組むべき対策や都の評価

基準を示したもの 

参考資料３ 


